
宇部市フリースクール等利用支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、不登校児童生徒の学びの場の選択を支援することにより、社会的自立を図るため、不登校

児童生徒の保護者に対して交付する宇部市フリースクール等利用支援補助金(以下「補助金」という。)について、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 児童生徒 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１８条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、宇部

市立小学校又は中学校(以下「学校」という。)に在籍し、かつ、宇部市に住所を有する者をいう。 

(２) 不登校児童生徒 義務教育段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第２条

第３号(平成２８年法律第１０５号)に規定する者をいう。 

(３) フリースクール等 不登校児童生徒に対して、学習活動、体験活動、教育相談などの支援を行っている民

間施設で、第１４条の規定により市長が認定した施設(以下「認定施設」という。)をいう。 

(４) 保護者 親権者、未成年後見人その他児童生徒と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童生徒の保護者で、次に掲げる各号の

規定をすべて満たす者とする。 

(１) 交付の申請のあった日の前１年以内におおむね３０日以上、在籍する学校(以下「在籍校」という。)に登校

していない児童生徒の保護者 

(２) 認定施設に原則週１回以上通所する児童生徒の保護者 

(３) 宇部市内に居住している者 

(４) 認定施設における児童生徒の状況等に関する情報について、認定施設が在籍校及び宇部市教育委員会

(以下「教育委員会」という。)に情報提供することを承諾する者 

(５) 補助対象経費について、その他の公的補助を受けていない者 

 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費に、同表の補助率を乗じて得た額(当該額に千円未満の

端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、同表補助限度額の欄に定める額を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、月の途中に認定施設の利用を開始し、又は利用を終了した場合において、当該

利用を開始した日又は利用を終了した日の属する月に係る補助金の額は、当該月分として保護者が実際に負

担した補助対象経費により算出した補助金の額と当該月に認定施設を一箇月利用した場合に相当する補助対

象経費により算出した補助金の額(交付決定額を限度とする)を当該月の日数で除して同月における在籍日数を

乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)のいずれか低い方の額とする。 

 

（交付申請） 



第５条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、宇部市フリースクール等利用支援補

助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、交付年度の４月１日から３月１５日までに市

長に提出しなければならない。 

(１) 補助対象経費の月額が確認できる書類 

(２) その他市長が必要と認める書類 

  

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定したときは、宇部市フリ

ースクール等利用支援補助金交付決定通知書（様式第２号）または宇部市フリースクール等利用支援補助金不

交付決定通知書（様式第３号）により、交付申請者に通知するものとする。 

 

（変更交付申請） 

第７条 前条の補助金の交付決定の通知を受けた申請者（以下「交付対象者」という。）は、交付の決定を受けた

申請内容を変更しようとするときは、宇部市フリースクール等利用支援補助金交付変更申請書（様式第４号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する補助金交付変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、宇部市フリース

クール等利用支援補助金交付変更通知書（様式第５号）により、その結果を交付対象者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付等) 

第８条 市長は、交付対象者が負担する交付決定日の属する月分以降の補助対象経費に基づき、四半期毎に

補助金を予算の範囲内で交付するものとする。 

２ 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、宇部市フリースクール等利用支援補助金交付請求書

（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、別表に掲げる期限までに市長に提出しなければならない。 

(１) 宇部市フリースクール等利用支援補助金利用状況報告書（様式第７号） 

(２) 交付対象者が負担した補助対象経費の額がわかる書類(領収書等) 

(３) その他市長が必要とする書類 

３ 市長は、前項の規定により適正な請求書を受理したときは、その日から起算して３０日以内に補助金を交付

するものとする。 

 

（補助金の確定） 

第９条 市長は前条第３項の規定による補助金の交付をもって、交付対象者に対する補助金の確定通知に代え

るものとする。 

 

（交付の取り消し等） 

第１０条 市長は、交付対象者が次の各号に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、宇部市フ

リースクール等利用支援補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により、その結果を交付対象者に通知する

とともに、すでに補助金が交付されている場合は、宇部市フリースクール等利用支援補助金返還命令書（様式

第９号）により、その全部又は一部の返還を命じるものとする。 

(１) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき 



(２) この要綱又は要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき 

(３) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき 

 

（認定施設の基準） 

第１１条 市長が認定する施設は、宇部市教育支援教室設置要綱に基づき市が設置するふれあい教室と同程

度の支援を不登校児童生徒に対して行う民間事業者が経営するフリースクール等とする。 

２ 前項の認定に必要な条件については、教育委員会がガイドラインを策定し、別に定める。 

 

（情報提供） 

第１２条 市長は、第６条の規定による交付決定を行ったときは、交付対象者の児童生徒が利用する認定施設

に交付決定を行った旨の情報提供を行うものとする。 

２ 教育委員会、在籍校及び認定施設は、交付対象者の同意に基づき、本要綱に基づく交付事務の円滑かつ

適正な実施及び交付対象者の児童生徒に対する連携した支援を行うために必要な情報を相互に交換するもの

とする。 

 

（認定申請) 

第１３条 認定施設として認定を受けようとする者は、フリースクール等認定申請書(様式第１０号)に次の各号に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) パンフレット等、認定施設の概要がわかる書類 

(２) 契約約款等、認定施設の利用条件が確認できる書類 

(３) 職員体制並びに、職員の氏名及び資格を確認できる書類 

(４) 過去６か月間の不登校児童生徒に対する支援状況が確認できる書類 

(５) その他市長が必要と認める書類 

 

（施設の認定） 

第１４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、フリースクール等（認定・不認定）

通知書（様式第１１号）により、その結果を申請者に通知するものとする。 

 

（認定の有効期限） 

第１５条 前条の規定による認定の有効期限は、認定通知日から３年経過後の最初の３月３１日までとする。 

２ 前項の規定により認定の有効期限が満了する場合において、再認定を受けようとする者は、有効期限の２か

月前までに、第１３条の規定による認定申請を改めて行わなければならないものとする。 

 

（現地調査等） 

第１６条 市長は、認定施設の現況を確認するため、必要に応じて、認定施設に必要な報告を求め、又は職員

に現地調査をさせることができるものとする。 

 

（認定の取り消し) 

第１７条 市長は、認定施設が次の各号に該当するときは、認定を取り消し、フリースクール等認定取消通知書

（様式第１２号）により、その結果を認定施設に通知するものとする。 



(１) 認定基準に適合しなくなったと認められるとき 

(２) 虚偽その他不正の手段により認定を受けたとき 

(３) 第１６条の規定による報告又は調査を正当な理由なく拒否したとき 

(４) その他市長が認定することが適当でないと認めるとき 

 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則 

１ この要綱は、令和４年８月１０日から施行する。 

２ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

３ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

児童生徒が認定施設を利用

するにあたり保護者が負担す

る授業料に相当する経費 

１／２ 月額 ２０,０００円 

 

別表（第８条関係） 

補助対象経費の区分 提出期限 

第１四半期分(４～６月分) ７月２０日まで 

第２四半期分(７～９月分) １０月２０日まで 

第３四半期分(10～12月分) １月２０日まで 

第４四半期分(１～３月分) ４月１０日まで 

※提出期限が閉庁日である場合は、その翌日をもって期限とみなす。 

 

 
 
 
 


